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職場内で回覧・掲示をお願いします

協会けんぽでは、年度内に一度、加入者の皆さまの健診費用の補助を行っています。

兵庫支部では、お近くに健診機関がない場合でも生活習慣病予防健診が受けられるよう、

検診車が公共施設等に出張して健診を実施しています。

事業主・加入者の皆さまへ

▶申請書の提出は
　郵送をご利用ください協会けんぽ　兵庫

▶毎月１回無料で配信中

▶最新情報をいち早くお届け

●申請書はホームページから印刷できます

●メールマガジン会員募集中

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hyogo/
▶おかけ間違いにご注意ください078-252-8701（代表）

〒651-8512　神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザ EAST

協会けんぽからのお知らせ 兵庫
支部

従業員の皆さまは全員健康診断を受けられましたか？

2024年 3月 31日までに必ず受診しましょう！

他の健診機関は
こちらで

ご確認ください▶▶

一部の地域については
従業員さまのご自宅に
案内を送付しています

事業所にも検診車を
派遣（巡回健診）できます

健診機関が少ない地域で、まだ生活習慣病予防健診をご利用いただいていない従業員

さまには、直接ご自宅に日程案内を送付しています（12 月上旬発送）。従業員さまから

のお問い合わせがあった場合は、受診いただくよう、ご案内をお願いします。

新たに以下の健診機関で、巡回健診による生活習慣病予防健診が利用可能になりました。

健診機関名

大ケ池診療所

所在地

岡山県備前市
大内571-1

問い合わせ先
電話番号

0869-66-0101

最低申込人数
（一般健診）

20人

派遣エリア

兵庫県・大阪府・
岡山県全域

ご登録は
コチラ

○○検診車

出張健診
巡回健診

この生活習慣病予防健診は、35 歳以上の被保険者の方が対象です。35 歳未満の方は、

費用補助はないものの、労働安全衛生法上の定期健康診断が同時に受診できる場合が

あります。詳細は健診機関へお問い合わせください。
Q＆A
Q

A
この健診は、従業員全員が受診できますか？

ぜひ、便利な出張健診をご活用ください！

出張健診会場での受診を希望される場合は、以下の二次元コード

から会場をご確認いただき、ご希望の会場・健診実施機関の予約

先電話番号へご連絡ください。

健診実施機関にご予約をお願いします

出張健診会場・日程はコチラ▶▶

「健診機関が遠いからまだ健診を受けていない」という従業員の皆さまは…



要件2

要件1

退職後も継続して健康保険に入りたいときは…

任意継続健康保険制度
ご退職後、以下の要件を満たす方については、最長２年間、任意継続健康保険にご加入いただくことができます。

 どうする？　　　　　 こんなとき

退職や労働時間の短縮等によって被保険者の資格を喪失した

ときに、一定の要件を満たせば、個人の意思で最長２年間、

継続して健康保険に加入できる制度です。

任意継続健康保険とは？

をご利用できます！

※在職中から「傷病手当金」「出産手当金」を受給している場合など、
条件を満たせば引き続き保険給付を受けられることがあります。

保険料は、退職時の標準報酬月額（上限 30 万円）を基に
決められます。原則、資格喪失まで保険料は変わりません
（保険料率の変更等を除く）。

傷病手当金・出産手当金を除き、在職中と同様の保険給付
を受けることができます。

ご退職日までの
被保険者期間が継続して
２か月以上あること

ご退職の翌日から 20 日以内に
申請書を協会けんぽ宛に
提出すること（必着）

令和５年１月より様式を変更しています。申請の際は、
新様式でのご提出をお願いいたします。

令和４年１月の法改正後、被保険者本人の申出により、任意継続の法定期間（２年）の
満了を待たずに、資格を喪失（脱退）することが可能になりました。

※資格喪失日は、「任意継続資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月の１日です。
　事前の申請が必要となりますのでご注意ください。 

※詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください。

申請書の様式を
変更いたしました

任意継続の被保険者資格は
申出により脱退可能に

保険証を使用できるのは退職日までです !

年末年始休業のお知らせ

もし、退職日の翌日以降に前の保険証を使用して

医療機関を受診した場合はどうなりますか？

後日、総医療費の７～８割を
協会けんぽに返還していただくこと
になりますので、ご注意ください。

各事業所のご担当者さまにおかれましては、
「被保険者資格喪失届」に「回収した保険証」を添付して
日本年金機構兵庫事務センターへご提出ください。

保険証に電子申請の到達番号がわかる画面を添付して、    

郵送等にて日本年金機構へご返却ください。

●届出を電子申請する場合

資格喪失届ご提出時に保険証が添付されていない場合は、「保険証

回収のご案内」を事業所さまと被保険者さまへ送付しています。

資格喪失届ご提出後に回収できた保険証は、その都度すみやかに協

会けんぽ兵庫支部へご返却ください。

誠に勝手ながら、左記の期間はお休みさせていただきます。令和６年１月４日（木）から

通常営業いたします。入院や通院で高額な医療費の窓口負担を抑える「限度額適用認

定証」の申請等につきましては、余裕を持ったお手続きをお願いいたします。ご不便お

かけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

令和5年 12月29日（金）～
令和6年 1月3日（水）まで

休

申請書

退職の翌日から
20日以内

退職日加入日

被保険者期間
２か月以上

新様式

ご存じです
か？


